
今回は、労務ご担当者様が、そろそろ気なり始める「労働保険年度更新」に関する法案についてと、ブラッ
ク業種の代表である「医師」についての36協定の取り扱いについてお話させて頂きます。
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1. 医業に従事する医師（医療提供体制の確保に必要な者として病院⼜は診療所で勤務する医師等に限
る。以下「医師」という。）について、労働基準法第36条第１項の協定（以下「36協定」とい
う。）に定めることができる通常の時間外労働（休⽇労働を含まない。）の上限時間を、⼀般の労
働者と同じく、１か⽉について45時間、１年について360時間とすることとされた。

2. 特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関及び特定⾼度技能研
修機関で指定に係る業務に従事する医師以外の医師（以下「Ａ⽔準適⽤医師」という。）について、
36協定に定めることができる臨時的な必要がある場合の時間外労働（休⽇労働を含む。以下「時間
外・休⽇労働」という。）の上限時間を、１か⽉について100時間未満かつ１年について960時間と
することとされた。
ただし、時間外・休⽇労働が１か⽉について100時間以上となることが⾒込まれる者については、36
協定に⾯接指導を⾏うこと等を定めた場合には１年について960時間とすることとされた。

3. Ａ⽔準適⽤医師について、36協定で定めるところによって時間外・休⽇労働を⾏わせる場合であっ
ても超えることのできない上限時間を、１か⽉について100時間未満かつ１年について960時間とす
ることとされた。
ただし、時間外・休⽇労働が１か⽉について100時間以上となることが⾒込まれる者については、⾯
接指導を⾏う等の措置を講じた場合には１年について960時間とすることとされた。

4. Ａ⽔準適⽤医師については、⼀般労働者について⼀定の時間を超えて労働させる場合に求められて
いる健康福祉確保措置に加えて、時間外・休⽇労働が１か⽉について100時間以上となることが⾒込
まれる者に対して⾯接指導を⾏うこと等を36協定に定めることとすることとされた。

医師の時間外労働規制に関する労働基準法施⾏
規則等の⼀部改正について（令和6年4⽉施⾏）

医師に対する36協定の適⽤について令和6年4⽉より以下の様な取り扱いとなります。⾯接指導を⾏えば
⽉間100時間以上も可能ということですね!!
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Ｑ11 はがきにある令和4年度の雇⽤保険料率については、今（令和３年度）と変わるのでしょうか。

A. 令和4年4⽉1⽇〜9⽉30⽇の失業等給付の雇⽤保険料率を令和3年度と同様とし、令和4年10⽉1⽇〜令
和5年3⽉31⽇の失業等給付の雇⽤保険料率を労働者・事業主負担ともに2／1000引き上げること等を内容
とする雇⽤保険法等の⼀部を改正する法律案を令和4年2⽉1⽇に国会に提出しています。
併せて、雇⽤保険⼆事業の保険料率（事業主のみの負担）は令和4年4⽉1⽇から0.5／1000引き上がること
となります。
その為、⼀般の事業の場合、令和4年4⽉1⽇〜9⽉30⽇の雇⽤保険料率は9.5／1000、令和4年10⽉1⽇〜令
和5年3⽉31⽇の雇⽤保険料率は13.5／1000となることとなります。法律案が国会で成⽴し、雇⽤保険料
率が決まりましたら、以下の厚⽣労働省ホームページ等でご案内します。

労働保険年度更新に関する取り扱い（予定）

厚⽣労働省から、「雇⽤保険被保険者数お知らせはがき（令和4年3⽉送付分）に関するFAQ」が公表さ
れましたが、その中で、「令和4年度の雇⽤保険料率」と「令和4年度の年度更新（雇⽤保険料の申告・
納付）」のことが取り上げられています。

この法案が通過するとめちゃめちゃ⼤変な申告になりそうですね！！

Ｑ12 仮に法律案が修正なく成⽴し、令和4年度の雇⽤保険料率が決まった場合、令和4年度の年度更
新で雇⽤保険料率をどのように申告・納付すればよいでしょうか。

A. 令和4年度の年度更新（令和4年6⽉1⽇（⽔）から令和4年7⽉11⽇（⽉））では、令和4年度の概算保
険料と令和3年度の確定保険料を申告・納付いただくことになります。
令和4年度の概算保険料（雇⽤保険分）については、令和4年4⽉1⽇から同年9⽉30⽇までの概算保険料
額と、令和4年10⽉1⽇から令和５年3⽉31⽇までの概算保険料額を賃⾦集計表などにおいて計算してい
ただき、その合計額を令和4年度の概算保険料（雇⽤保険分）として年度更新期間中に、⾦融機関・郵
便局⼜は都道府県労働局へ申告・納付いただく予定としております。
「仮に法律案の内容どおり国会で成⽴した場合」としていますが、ここまで説明されたものが公表され
ましたので、恐らくは、それぞれの回答のような取扱いになると思われます。その為、令和4年度の年
度更新は、例年よりも⼿間がかかる作業になりそうです。

◆雇⽤保険料率について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

◆ 仮に法律案の内容どおり国会で成⽴した場合の令和４年度の雇⽤保険料率
https://www.mhlw.go.jp/content/000905985.pdf
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